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七
一

政
治
思
想
史
の
通
史
叙
述
の
形
成
期
に
お
け
る
バ
ー
ク
解
釈
の
変
転 

─
─
学
説
史
に
お
い
て
、
バ
ー
ク
は
い
つ
か
ら
保
守
主
義
の
創
設
者
と
さ
れ
た
か
─
─

犬
　
塚
　
　
　
元

は
じ
め
に

　
革
命
批
判
の
書
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』（
一
七
九
〇
）
の
著
者
で
あ
る
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
（Edm

und B
urke 1729

─1797

）

は
、
今
日
で
は
、
一
般
に
、
保
守
主
義
政
治
思
想
の
出
発
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
思
想
家
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
反
発
か
ら
、

バ
ー
ク
に
よ
っ
て
保
守
主
義
が
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
ー
ク
の
受
容
史
・
解
釈
史
を
辿
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た

思
想
史
理
解
は
、
二
〇
世
紀
に
つ
く
ら
れ
た
、
後
付
け
の
物
語
り
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る）1
（

。

　
一
九
世
紀
の
ほ
と
ん
ど
の
期
間
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
の
政
治
勢
力
、
つ
ま
り
ト
ー
リ
ー
（
保
守
党
）
の
政
治
階
層
は
、
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
人
で
ウ
ィ
ッ
グ
に
所
属
し
た
バ
ー
ク
の
記
憶
に
非
常
に
冷
淡
で
あ
っ
た
。
自
分
た
ち
の
理
念
や
歴
史
の
な
か
に
彼
を
包
摂
す
る

意
識
は
、
彼
ら
に
は
希
薄
だ
っ
た
。
バ
ー
ク
の
政
治
思
想
を
保
守
主
義
と
み
な
す
理
解
が
一
般
化
し
た
の
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
イ
ギ
リ

ス
保
守
党
が
、
内
部
の
路
線
対
立
や
労
働
党
の
台
頭
を
ふ
ま
え
て
、
党
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
理
念
を
再
定
式
化
す
る
過
程
の
な
か
で
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あ
る
。
こ
の
過
程
の
な
か
で
、
バ
ー
ク
は
、
ト
ー
リ
ー
の
理
念
や
歴
史
の
枠
組
み
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
は
、

「
保
守
主
義
の
創
設
者
」
の
地
位
を
も
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
バ
ー
ク
を
保
守
主
義
の
思
想
的
伝
統
の
出
発
点
に
位
置
づ
け
る

議
論
の
嚆
矢
は
、
わ
れ
わ
れ
の
調
査
し
た
限
り
で
は
、
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
き
た
Ｈ
・
セ
シ
ル
『
保
守
主
義Conservatism

』

（
一
九
一
二
）
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
書
も
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
定
義
を
試
み
た
テ
ク
ス
ト
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
関
心
は
あ
く
ま
で
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
あ
る
べ
き
姿
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
テ
ク
ス
ト
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
セ
シ
ル

が
論
じ
た
「
保
守
主
義
」
と
は
、
あ
く
ま
で
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
教
義
の
こ
と
を
意
味
し
た
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
著
者
の
意
図
を
離
れ

て
、
セ
シ
ル
の
こ
の
保
守
主
義
論
は
、
一
般
的
な
意
味
で
の
保
守
主
義
の
政
治
思
想
に
関
し
て
、
バ
ー
ク
を
起
源
と
す
る
、
と
い
う
思
想

的
伝
統
の
物
語
り
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
バ
ー
ク
か
ら
保
守
主
義
が
始
ま
る
と
い
う
思
想
史
理
解
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、

た
か
だ
か
百
年
ほ
ど
前
に
誕
生
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
以
後
、
バ
ー
ク
の
時
代
か
ら
続
い
て
き
た
か
の
よ
う
に
、
保
守
主
義
の
歴
史

や
伝
統
が
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
た
思
想
史
理
解
が
支
配
的

で
あ
り
、
そ
れ
は
相
対
化
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

　
で
は
、
学
問
的
な
政
治
思
想
史
学
の
通
史
叙
述
に
お
い
て
、
バ
ー
ク
は
、
い
つ
か
ら
保
守
主
義
の
思
想
系
譜
と
い
う
分
析
枠
組
み
の
な

か
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
い
つ
か
ら
「
保
守
主
義
の
創
設
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
バ
ー
ク

を
保
守
主
義
の
思
想
的
伝
統
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
理
解
が
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
周
辺
で
形
成
さ
れ
た
時
期
が
、
西
洋
政
治
思
想
史
の
通

史
叙
述
そ
の
も
の
が
形
成
さ
れ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
政
治
思
想
史
の
通
史
は
、
西
洋
世
界
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
一
般
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
現
在
に
至
る
二
五
〇
〇
年
を
超
え
る

長
大
な
時
期
の
歴
史
を
叙
述
対
象
と
す
る
。
し
か
し
、
対
象
と
し
て
語
ら
れ
る
政
治
思
想
史
そ
の
も
の
が
長
い
歴
史
を
も
つ
に
せ
よ
、
そ

れ
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
歴
史
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
表
現
す
る
通
史
叙
述
や
、
そ
う
し
た
通
史
を
書
く
営
み
と
し
て
の
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
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と
し
て
の
政
治
思
想
史
学
（
政
治
思
想
史
研
究
）
は
、
そ
れ
ほ
ど
長
い
歴
史
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス

が
先
行
世
代
の
ホ
メ
ロ
ス
や
ヘ
ロ
ド
ト
ス
を
意
識
し
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
や
ホ
ッ
ブ
ズ
を
意
識
し
た
よ
う
に
、
思
想
家
た

ち
は
、
自
分
よ
り
も
過
去
に
位
置
す
る
思
想
家
や
思
想
史
を
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
理
解
し
て
、
そ
う
し
た
思
想
史
理
解
を
ふ
ま
え
な
が

ら
自
ら
の
思
想
を
提
示
し
て
き
た
が
、
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日
知
っ
て
い
る
─
─
時
代
順
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
・
思
想
家
を
論
じ
て

全
体
と
し
て
ひ
と
つ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
描
き
、
そ
う
し
た
歴
史
叙
述
そ
の
も
の
を
自
己
目
的
と
す
る
─
─
形
態
の
通
史
叙
述
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
よ
り
前
の
時
代
に
は
稀
で
あ
る
。「
偉
大
な
政
治
理
論
家
か
ら
構
成
さ
れ
る
ひ
と
ま
と
ま
り
の
カ
ノ
ン
が
あ
り
、
そ
れ
が
政
治
思
想
史

の
主
題
を
構
成
す
る
、
と
い
う
発
想
」
は
、
ご
く
新
し
い
産
物
で
あ
る）2
（

。

　
高
等
教
育
制
度
が
整
備
さ
れ
て
、
学
問
が
制
度
化
・
専
門
化
さ
れ
た
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
時
期
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
し
て
の
政
治
思
想
史
学
や
通
史
叙
述
の
成
立
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
で
は
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
バ
ー
ク
は
ど

の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
た
か
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
政
治
思
想
史
学
で
、
バ
ー
ク
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
保
守
主
義
者
と
し
て

論
じ
ら
れ
る
に
至
っ
た
か
。

通
史
叙
述
の
形
成
期
：
ブ
レ
イ
キ
ー
か
ら
ポ
ロ
ッ
ク
『
政
治
学
史
入
門
』
ま
で

　
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
を
例
に
す
れ
ば
、
一
八
六
〇
年
よ
り
前
に
、
政
治
思
想
史
学
を
含
む
政
治
学
の
講
義
科
目
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、

一
八
六
〇
年
に
道
徳
哲
学
ト
ラ
イ
ポ
ス
に
、「
歴
史
学
お
よ
び
政
治
哲
学
」
や
「
道
徳
・
政
治
哲
学
」
と
い
う
授
業
科
目
が
開
講
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
シ
ラ
バ
ス
の
読
書
リ
ス
ト
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ギ
ゾ
ー
や
ベ
ン
サ
ム
に
至
る
政
治
思
想
史
の
文
献
が

記
載
さ
れ
て
い
る）（
（

。
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大
学
の
授
業
科
目
の
な
か
に
、
政
治
思
想
史
に
相
当
す
る
科
目
が
登
場
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
時
期
に
は
、
通
史
を
叙
述
す
る
文
献
も
登

場
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
の
嚆
矢
は
、
Ｒ
・
ブ
レ
イ
キ
ー
『
政
治
的
文
献
の
歴
史The H

istory of Political Literature from
 

the E
arliest Tim

es

』（
一
八
五
五
）
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
キ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
に
「
政
治
哲
学
・
社
会
哲
学
」
の
歴
史
が
書
か
れ
て
こ

な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
き
、
全
四
巻
に
及
ぶ
通
史
叙
述
の
公
刊
を
予
告
す
る
が
、
実
際
に
は
、
聖
書
や
エ
ジ
プ
ト
か
ら
叙
述
を
開
始
す
る
第

一
巻
、
一
五
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
ま
で
の
政
治
思
想
史
を
国
別
に
論
じ
た
第
二
巻
ま
で
の
出
版
に
と
ど
ま
り
、
バ
ー
ク
の
時
代
に
ま
で
は

届
か
な
か
っ
た）（
（

。
他
方
、
一
九
世
紀
後
半
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
、
政
治
学
・
政
治
思
想
史
分
野
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
教
科
書

と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
は
、
Ｊ
・
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
『
一
般
国
法
学A

llgem
eines Staatsrecht

』（
一
八
五
二
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

一
八
八
五
年
に
は
『
国
家
理
論The Theory of the State

』
と
し
て
英
訳
も
さ
れ
て
い
る）（
（

。
こ
の
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
『
一
般
国
法
学
』

の
第
一
巻
「
国
家
概
念
」
の
後
半
に
は
、「
国
家
理
念
の
発
展
史
」
と
題
し
た
通
史
的
叙
述
が
あ
る
。
こ
こ
で
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
、
バ
ー

ク
を
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
や
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
と
も
に
、「
国
家
有
機
体
説
」
を
再
発
見
し
た
「
歴
史
学
派
」
の
一
員
に
位
置
づ
け
た
。

保
守
主
義
で
は
な
く
、
有
機
体
説
・
歴
史
主
義
と
い
う
思
想
系
譜
に
位
置
づ
け
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
バ
ー
ク
の
扱
い
は
ご
く
わ
ず

か
だ
が
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
そ
の
わ
ず
か
な
叙
述
の
な
か
で
、『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
バ
ー
ク
が
社
会
契
約
説

の
語
彙
を
用
い
な
が
ら
も
そ
れ
と
は
異
質
な
国
家
像
を
示
し
た
箇
所
、
す
な
わ
ち
、
国
家
は
時
間
・
空
間
を
超
え
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

で
あ
り
、
神
的
秩
序
の
一
部
で
あ
る
、
と
の
規
定
（
以
下
、
国
家
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
定
）
の
原
文
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
の
ち
の

多
く
の
バ
ー
ク
論
が
、『
省
察
』
の
こ
の
国
家
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
定
に
言
及
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
こ
の

バ
ー
ク
論
は
ひ
と
つ
の
範
例
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た）（
（

。

　
こ
の
の
ち
、
現
代
と
同
じ
よ
う
に
、
講
義
の
要
請
と
い
う
制
度
的
圧
力
に
よ
っ
て
、
通
史
叙
述
の
公
刊
が
促
進
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
が
、
政
治
思
想
史
の
通
史
は
、
す
で
に
そ
の
形
成
期
か
ら
─
─
や
は
り
現
在
と
同
じ
よ
う
に
─
─
多
様
な
理
解
や
叙
述
が
可
能
で
あ
り
、
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七
五

た
と
え
ば
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
と
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
力
と
な
っ
て
い
た）7
（

。

　
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
は
、
歴
史
法
学
者
Ｈ
・
メ
イ
ン
の
次
に
法
理
学
教
授
─
─
の
ち
に
ハ
ー
ト
や
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
担
当
す
る

こ
と
と
な
る
ポ
ス
ト
─
─
を
継
承
し
た
Ｆ
・
ポ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
『
政
治
学
史
入
門A

n Introduction to the H
istory of the Sci-

ence of Politics

』（
一
八
九
〇
）
が
登
場
し
て
い
る）（
（

。
そ
れ
は
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
、
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ハ
ク
ス

リ
ー
ま
で
を
カ
バ
ー
し
た
通
史
叙
述
で
あ
り
、「
政
治
学
史
の
標
準
的
入
門
書）9
（

」
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ポ
ロ
ッ
ク
は
、
ド

イ
ツ
歴
史
学
派
の
系
譜
に
バ
ー
ク
を
位
置
づ
け
た
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
的
解
釈
を
継
承
し
た
が
、
同
時
に
、
一
九
世
紀
の
ウ
ィ
ッ
グ
に
ひ
ろ
く

見
ら
れ
た
バ
ー
ク
解
釈
も
継
承
し
て
、
バ
ー
ク
の
政
治
思
想
は
、
功
利
性
や
便
宜
性
を
重
視
す
る
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
批
判
に
お
い
て
一
貫

し
て
い
た
と
解
釈
し
た
。
ポ
ロ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
主
義
（
社
会
有
機
体
説
）
と
功
利
主
義
と
い
う
、
一
九
世
紀
に
よ
く
用
い
ら

れ
た
分
析
枠
組
み
の
も
と
に
バ
ー
ク
を
解
釈
し
た
が
、
そ
の
う
え
で
ポ
ロ
ッ
ク
の
解
釈
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
バ
ー
ク
の
社
会
有
機

体
説
を
、
社
会
契
約
論
批
判
と
い
う
思
想
史
的
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
た
点
で
あ
る
。
ポ
ロ
ッ
ク
は
、
社
会
契
約
説
の
思
想
史
的
意
義

を
重
視
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ロ
ッ
ク
と
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
説
を
併
記
す
る
─
─
わ
れ
わ
れ
に
は
馴
染
み
の
─
─
通
史
叙
述
を
採
用
し
た

う
え
で
、
バ
ー
ク
に
そ
の
破
壊
者
の
役
割
を
与
え
た
の
で
あ
る）（（
（

。

ダ
ニ
ン
グ
『
政
治
理
論
史
』：
保
守
主
義
者
と
し
て
の
バ
ー
ク

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
通
史
叙
述
は
、
正
規
版
よ
り
も
海
賊
版
（
原
型
と
な
っ
た
雑
誌
連
載
を
ま
と
め
た
も
の
）
が
先
に
流
通

し
て
お
り
、
正
規
版
が
登
場
す
る
と
、
そ
れ
は
大
学
で
テ
ク
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
た）（（
（

。
こ
の
の
ち
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
政
治
思

想
史
学
の
制
度
化
が
顕
著
に
進
展
し
て
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
通
史
叙
述
も
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
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こ
の
時
期
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
政
治
思
想
史
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
、
自
国
の
政
治
制
度
や
政
治
学
を
正
当
化
す
る
メ
タ
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る）（（
（

。

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
す
で
に
一
八
八
〇
年
代
に
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
や
Ｕ
Ｃ
バ
ー
ク
レ
ー
校
な
ど
で
「
政
治
理
論
」
や
「
政
治
理
念
の
歴

史
」
の
名
称
の
科
目
が
設
置
さ
れ
て
、
政
治
思
想
史
が
教
え
ら
れ
て
い
た）（（
（

。
同
時
期
に
公
刊
さ
れ
た
、
イ
エ
ー
ル
大
学
で
の
講
義
に
も
と

づ
い
た
Ｔ
・
ウ
ー
ル
ジ
ー
『
政
治
学Political Science, or, The State Theoretically and Practically Considered

』（
一
八

七
七
）
は
、
ド
イ
ツ
国
家
学
の
影
響
が
濃
厚
な
テ
ク
ス
ト
ブ
ッ
ク
で
あ
る
。
ウ
ー
ル
ジ
ー
は
、
こ
の
な
か
の
第
二
部
国
家
論
の
冒
頭
に
、

古
代
以
来
の
国
家
理
論
史
を
配
置
し
、
そ
の
な
か
で
、
ル
ソ
ー
と
対
比
し
な
が
ら
バ
ー
ク
を
紹
介
し
て
い
る
。
ウ
ー
ル
ジ
ー
に
よ
れ
ば
、

バ
ー
ク
の
政
治
思
想
は
抽
象
的
政
治
論
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
ウ
ィ
ッ
グ
と
し
て
一
貫
し
て
は
い
た
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
接
し

て
「
保
守
主
義
」
に
傾
い
た
。
用
語
だ
け
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
え
た
限
り
、
通
史
叙
述
に
お
け
る
バ
ー
ク

論
で
「
保
守
主
義
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
最
初
の
事
例
で
あ
る）（（
（

。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ー
ル
ジ
ー
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
同

時
期
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
い
た
金
子
堅
太
郎
を
媒
介
に
し
て
、
明
治
日
本
で
の
バ
ー
ク
受
容
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る）（（
（

。

　
通
史
叙
述
と
し
て
も
、
通
史
叙
述
に
お
け
る
バ
ー
ク
論
と
し
て
も
、
画
期
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
Ｗ
・
ダ
ニ
ン
グ
の

『
政
治
理
論
史A

 H
istory of Political Theories

』（
一
九
〇
二
、
〇
五
、
二
〇
）
で
あ
る
。
ダ
ニ
ン
グ
は
、
ア
メ
リ
カ
政
治
学
会

（
一
九
〇
三
年
創
設
）
の
会
長
も
務
め
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
で
あ
り
、
同
名
の
授
業
科
目
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
本
書
は
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
か
ら
ス
ペ
ン
サ
ー
ま
で
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
の
ち
半
世
紀
の
あ
い
だ
教
育
と
研
究
で
活
用
さ
れ
て
、

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
通
史
叙
述
で
あ
っ
た）（（
（

。

　
ダ
ニ
ン
グ
は
、
同
書
の
序
論
で
、
政
治
学
や
そ
の
対
象
の
固
有
性
・
独
自
性
を
つ
よ
く
訴
え
た
う
え
で
、
そ
れ
ま
で
に
わ
ず
か
な
が
ら

に
公
刊
さ
れ
て
き
た
政
治
学
史
・
政
治
理
論
史
の
通
史
叙
述
を
批
判
し
、
優
れ
た
通
史
叙
述
の
不
在
を
指
摘
し
て
、
自
ら
の
通
史
叙
述
の
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意
義
を
主
張
し
て
い
る
。
ダ
ニ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
も
っ
と
も
肯
定
的
に
評
価
で
き
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
公
刊
さ
れ
た
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
か

ら
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
ま
で
を
扱
う
Ｐ
・
ジ
ャ
ネ
『
政
治
学
の
歴
史H

istoire de la science politique dans ses rapports avec 

la m
orale

』（
第
三
版
、
一
八
八
七）（（
（

）
だ
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
も
示
す
よ
う
に
、
政
治
理
論
史
と
し
て
は
倫
理
学
を
重
視
し
す
ぎ
て
い
る

欠
点
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
前
世
紀
に
歴
史
研
究
が
盛
ん
だ
っ
た
が
、
政
治
理
論
史
に
つ
い
て
は
ご
く
貧
弱
で
あ
り
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ

も
そ
の
例
外
で
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
公
刊
さ
れ
た
通
史
叙
述
に
つ
い
て
は
、
ブ
レ
イ
キ
ー
の
通
史
は
「
粗
雑
、
断
片
的
、
表
層
的
」

で
事
実
誤
認
が
多
く
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
通
史
は
、
著
者
が
法
学
者
で
あ
る
点
に
そ
も
そ
も
の
限
界
が
あ
る
。
純
粋
に
政
治
的
な
観
念
が
、

「
法
的
、
倫
理
的
、
神
学
的
、
教
会
的
、
数
学
的
な
」
概
念
か
ら
分
離
し
て
い
く
「
進
化
」
の
歴
史
こ
そ
が
「
政
治
理
論
史
」
が
描
く
こ

と
に
な
る
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
政
治
が
神
学
・
形
而
上
学
に
埋
没
し
た
東
洋
や
、
あ
る
い
は
「
国
家
の
観
念
」
が
な
く
「
政
治

的
意
識
」
を
欠
い
た
原
始
世
界
は
、
政
治
理
論
史
の
叙
述
対
象
か
ら
外
れ
る）（（
（

。

　
ダ
ニ
ン
グ
の
通
史
に
お
い
て
、
バ
ー
ク
は
、
一
九
二
〇
年
に
公
刊
さ
れ
た
第
三
巻
の
第
五
章
「
保
守
主
義
と
反
動
の
理
論
」
で
扱
わ
れ

て
い
る
。
本
稿
の
問
題
設
定
の
観
点
か
ら
な
に
よ
り
重
要
な
の
は
、
ダ
ニ
ン
グ
の
こ
の
通
史
が
、
政
治
思
想
史
の
通
史
叙
述
と
し
て
は
初

め
て
明
確
に
「
保
守
主
義
」
を
重
要
な
思
想
系
譜
と
し
て
位
置
づ
け
、
し
か
も
、
そ
の
思
想
系
譜
の
も
と
に
バ
ー
ク
を
整
理
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
治
思
想
史
の
通
史
叙
述
に
お
け
る
「
保
守
主
義
者
バ
ー
ク
」
解
釈
の
出
発
点
は
、
現
在
か
ら
お
お
よ
そ
約
百
年
前

の
、
ダ
ニ
ン
グ
の
こ
の
通
史
叙
述
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
周
辺
で
、
保
守
主
義
の
理
念
と
歴
史
の
な

か
に
バ
ー
ク
を
包
摂
し
て
「
保
守
主
義
者
バ
ー
ク
」
が
論
じ
ら
れ
た
の
と
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。

　
ダ
ニ
ン
グ
が
バ
ー
ク
を
保
守
主
義
者
と
し
て
定
式
化
し
た
こ
と
は
、
通
史
叙
述
に
お
い
て
画
期
を
な
す
が
、
し
か
し
、
ダ
ニ
ン
グ
の
具

体
的
な
バ
ー
ク
解
釈
を
詳
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
理
論
に
も
と
づ
く
政
治
に
対
す
る
批
判
、
便
宜
性
の
重
視
、
経
験
を
重
視
す
る
歴
史

学
派
、
な
ど
の
指
摘
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
時
点
ま
で
に
提
示
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ー
ク
解
釈
を
総
合
し
た
記
述
と
し
て
評
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価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
た
だ
し
、
ど
の
先
行
解
釈
に
依
拠
し
た
か
、
ダ
ニ
ン
グ
は
典
拠
を
一
切
示
さ
な
い）（（
（

）。
ウ
ー
ル
ジ
ー
と
ポ

ロ
ッ
ク
は
、
バ
ー
ク
と
社
会
契
約
説
の
関
係
に
つ
い
て
相
反
す
る
解
釈
を
残
し
て
い
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ダ
ニ
ン
グ
は
、『
省
察
』

の
国
家
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
定
を
引
用
し
た
う
え
で
、
バ
ー
ク
が
批
判
し
た
の
は
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ル
ソ
ー
の
よ
う
な
、
厳
密
な
タ
イ
プ
の

契
約
説
で
あ
っ
た
、
と
い
う
折
衷
的
な
解
釈
を
採
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ダ
ニ
ン
グ
は
、
多
く
の
バ
ー
ク
論
・
保
守
主
義
論
に
大
き
な
影

響
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
Ｊ
・
マ
ッ
カ
ン
の
バ
ー
ク
研
究
書
（『
バ
ー
ク
の
政
治
哲
学
』、
一
九
一
三
）
と
同
じ
よ
う
に
、
バ
ー
ク
政
治
思
想

の
宗
教
性
を
重
視
し
た
。
ダ
ニ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
ク
は
単
な
る
経
験
主
義
者
で
は
な
く
、
神
の
定
め
た
「
道
徳
的
目
的
」
を
信
じ
て

「
神
や
自
然
」
に
訴
え
て
お
り
、「
神
秘
的
な
発
想
」
も
抱
い
て
い
た
。
た
だ
し
、
バ
ー
ク
の
保
守
主
義
は
、
ボ
ナ
ー
ル
や
ド
・
メ
ー
ス
ト

ル
の
よ
う
な
「
反
動
・
蒙
昧
主
義
」
ほ
ど
に
は
、
そ
う
し
た
発
想
が
強
く
な
か
っ
た）（（
（

。

セ
イ
バ
イ
ン
『
政
治
理
論
史
』：
ポ
ス
ト
自
然
法
と
し
て
の
保
守
主
義

　
ダ
ニ
ン
グ
の
通
史
が
完
結
し
た
の
ち
の
、
一
九
二
〇
年
代
、
三
〇
年
代
に
は
、
英
語
圏
で
政
治
思
想
史
通
史
の
刊
行
が
相
次
い
だ）（（
（

。
セ

シ
ル
の
保
守
主
義
論
や
ダ
ニ
ン
グ
の
通
史
叙
述
を
参
照
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
の
時
期
の
通
史
叙
述
で
は
、
バ
ー
ク
の
政
治
思
想

を
保
守
主
義
と
規
定
す
る
こ
と
は
も
は
や
一
般
的
と
な
り
、
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
保
守
主
義
な
の
か
も
議
論
さ

れ
た
。
Ｐ
・
ド
イ
ル
『
政
治
思
想
史A

 H
istory of Political Thought

』（
一
九
三
三
）
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
ク
の
保
守
主
義
は
、「
一

八
世
紀
の
科
学
的
人
道
主
義
」
と
混
合
し
た
、
変
化
に
開
か
れ
た
柔
軟
な
保
守
主
義
で
あ
っ
た
。
Ｔ
・
ク
ッ
ク
『
政
治
哲
学
史
：
プ
ラ
ト

ン
か
ら
バ
ー
ク
ま
でH

istory of Political Philosophy from
 Plato to B

urke
』（
一
九
三
六
）
は
、
保
守
と
改
革
の
両
面
を
そ
な

え
た
「
保
守
主
義
と
自
由
主
義
の
興
味
深
い
混
合
」
ゆ
え
に
、
バ
ー
ク
の
保
守
主
義
を
「
自
由
主
義
的
保
守
主
義
」
と
論
じ
た
。
他
方
、
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Ｇ
・
カ
ト
リ
ン
『
政
治
哲
学
者
た
ち
の
ス
ト
ー
リ
ーThe Story of the Political Philosophers

』（
一
九
三
九
）
は
、
反
革
命
か
つ

反
集
産
主
義
と
い
う
点
に
お
い
て
、
バ
ー
ク
を
「
近
代
保
守
主
義
の
父
」「
保
守
党
の
父
」
と
し
た）（（
（

。

　
ダ
ニ
ン
グ
の
三
巻
本
の
次
に
同
じ
よ
う
な
影
響
力
を
も
ち
、
な
お
か
つ
、
バ
ー
ク
解
釈
に
お
い
て
も
固
有
性
を
そ
な
え
た
通
史
叙
述
は
、

コ
ー
ネ
ル
大
に
お
け
る
講
義
に
由
来
す
る
Ｇ
・
セ
イ
バ
イ
ン
『
政
治
理
論
史A

 H
istory of Political Theory

』（
一
九
三
七
）
で
あ

っ
た）（（
（

。
こ
の
通
史
で
は
、
い
ま
や
「
政
治
的
保
守
主
義
の
創
設
者
」
と
い
う
、
セ
シ
ル
的
な
バ
ー
ク
理
解
も
受
容
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

バ
ー
ク
以
前
に
保
守
主
義
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
保
守
主
義
哲
学
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
セ
イ
バ
イ
ン
の
説
明
で

あ
る）（（
（

。

　
セ
イ
バ
イ
ン
は
、
思
想
史
上
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
、
バ
ー
ク
を
ヒ
ュ
ー
ム
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
あ
い
だ
に
置
い
て
い
る
。
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ

以
来
、
定
番
的
に
引
用
さ
れ
て
き
た
『
省
察
』
の
国
家
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
定
は
、
セ
イ
バ
イ
ン
の
観
点
か
ら
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家

論
と
の
共
通
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。「
社
会
秩
序
の
な
か
の
神
の
遍
在
や
、
社
会
秩
序
の
歴
史
的
発
展
」
を
め
ぐ
る
理
解
に
お
い
て
、

バ
ー
ク
と
へ
ー
ゲ
ル
は
共
通
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
、
セ
イ
バ
イ
ン
の
通
史
叙
述
が
、
自
然
法
論
の
崩
壊
を
重
視
し

た
こ
と
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
第
二
九
章
「
慣
習
と
伝
統
：
ヒ
ュ
ー
ム
と
バ
ー
ク
」
に
お
い
て
彼
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
バ
ー
ク
を
一
緒

に
扱
う
の
は
、
単
に
両
者
が
「
慣
習
と
伝
統
」
を
論
じ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
て
、
い
ず
れ
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
史
に
お
け
る
自

然
法
の
崩
壊
過
程
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
理
性
・
自
然
法
と
い
う
永
遠
の
真
理
」
を
破
壊
し
た
の
ち
に
、
そ

の
空
白
を
埋
め
る
べ
く
、
社
会
秩
序
の
基
盤
と
し
て
も
ち
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
偶
然
性
を
免
れ
え
な
い
感
情
、
伝
統
、
歴
史

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
セ
イ
バ
イ
ン
の
こ
う
し
た
思
想
史
理
解
の
図
式
に
お
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
準
備
し
た
ポ
ス
ト
自
然
法
（
今
日
的
に

表
現
す
れ
ば
ポ
ス
ト
基
礎
付
け
主
義
）
の
真
空
状
態
に
応
答
を
試
み
た
の
が
、
バ
ー
ク
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
た
。
理
性
に
代
え
て

慣
習
や
伝
統
を
重
視
し
た
バ
ー
ク
は
、「
ヒ
ュ
ー
ム
以
上
に
は
る
か
に
、
自
然
法
シ
ス
テ
ム
に
含
ま
れ
た
価
値
の
体
系
を
転
倒
し
た）（（
（

」。
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バ
ー
ク
受
容
史
・
解
釈
史
に
お
い
て
、
セ
イ
バ
イ
ン
の
こ
の
解
釈
で
重
要
な
の
は
、
バ
ー
ク
の
保
守
主
義
が
、
反
自
然
法
、
反
普
遍
主

義
の
思
想
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
セ
イ
バ
イ
ン
の
通
史
叙
述
の
数
年
の
の
ち
、
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
冷
戦
期
ア
メ
リ
カ
で

は
、「
バ
ー
ク
・
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
バ
ー
ク
に
関
す
る
関
心
の
高
揚
が
生
ま
れ
、
そ
の
な
か
で
は
、
バ
ー
ク
を
ト
ミ
ス
ト

的
・
伝
統
的
自
然
法
の
思
想
家
と
す
る
解
釈
が
流
行
し
た
。
Ｒ
・
カ
ー
ク
や
Ｐ
・
ス
タ
ン
リ
ス
の
バ
ー
ク
論
が
そ
の
代
表
で
あ
り
、
そ
こ

に
お
い
て
バ
ー
ク
は
、
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
）
を
前
提
と
し
た
普
遍
主
義
・
反
相
対
主
義
の
思
想
家
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
解

釈
動
向
は
、
セ
イ
バ
イ
ン
の
バ
ー
ク
解
釈
と
は
著
し
い
対
照
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

（
1
）　
こ
の
段
落
と
次
の
段
落
の
記
述
は
、
犬
塚
二
〇
一
七
の
成
果
に
依
拠
し
て
い
る
（
根
拠
史
料
と
論
証
は
同
論
文
に
譲
る
）。
本
稿
は
、
バ
ー
ク
の
受
容

史
・
解
釈
史
を
め
ぐ
る
研
究
計
画
の
産
物
で
あ
り
、
同
論
文
と
は
一
続
き
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

（
2
）　K

elly 1999: （0.

（
（
）　
コ
リ
ー
ニ
、
ウ
ィ
ン
チ
、
バ
ロ
ウ 19（（

＝
二
〇
〇
五: 297

─9（.

（
（
）　B

lakey 1（（（: v. 1, v

─vii; B
oucher 19（（: 7（

─7（.

（
（
）　
コ
リ
ー
ニ
、
ウ
ィ
ン
チ
、
バ
ロ
ウ19（（

＝
二
〇
〇
五: （00. 

ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
『
一
般
国
法
学
』
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
五
年
の
英
訳
に
先
ん
じ
て
、
加

藤
弘
之
に
よ
る
日
本
語
訳
『
国
法
汎
論
』（
一
八
七
四
）
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
同
書
の
首
巻
に
は
、
川
上
寛
に
よ
る
バ
ー
ク
（「
ベ
ル
ク
」）
の
肖
像
画
が
収

録
さ
れ
て
い
る
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
可
）。

（
（
）　B

luntschli 1（（（: v. 1, 71

─72; 1（（（: （7

─（9. 

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
や
歴
史
学
派
の
先
駆
で
あ
る
と
い
う
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
バ
ー
ク
解
釈
は
、
グ
ム
プ
ロ
ヴ
ィ

ッ
チ
の
通
史
『
国
家
理
論
の
歴
史G

eschichte der Staatstheorien

』
に
継
承
さ
れ
て
い
る
（G

um
plow

icz 190（: （（（

）。
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
が
『
省
察
』

か
ら
引
用
し
た
国
家
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
定
（B

urke 1790

＝19（7: （（

─（（; 
バ
ー
ク1790

＝
一
九
八
九: 12（

）
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
が
以
下
で
紹
介

す
る
ほ
か
に
も
、
マ
ッ
カ
ン
や
バ
ト
ラ
ー
が
、
バ
ー
ク
の
有
機
体
説
の
根
拠
と
し
て
引
用
し
て
い
る
（M

acCunn 191（: （9

─（0; B
utler 191（: （9

─（0

）。

こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ー
ク
や
ス
タ
ン
リ
ス
は
、
神
の
命
じ
た
超
越
的
な
道
徳
義
務
と
し
て
の
自
然
法
を
バ
ー
ク
が
論
じ
た
箇
所
と
し
て
同
規
定
を
解
釈
し
た
が
、

ギ
ル
モ
ア
は
宗
教
性
・
神
秘
性
を
読
み
込
む
そ
う
し
た
解
釈
を
批
判
し
た
（K

irk 19（（: 7
─（; Stanlis 19（（: xii-xiii, （（, 72

─7（; G
ilm

our 197（: （9

─

（7

）。
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（
7
）　K

elly 1999: （0

─（7. 

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
は
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
の
影
響
の
も
と
に
道
徳
哲
学
・
政
治
理
論
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
力
と
な
る
が
、
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
で
は
Ｆ
・
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
が
中
心
と
な
っ
て
歴
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
推
進
さ
れ
た
（（2

─（（

）。

（
（
）　
戦
前
に
小
寺
謙
吉
訳
『
政
治
学
史
大
綱
』（
一
九
二
二
）
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）　
コ
リ
ー
ニ
、
ウ
ィ
ン
チ
、
バ
ロ
ウ19（（

＝
二
〇
〇
五: （09. 

ポ
ロ
ッ
ク
の
同
書
の
少
な
く
と
も
一
九
〇
二
、
一
九
〇
八
、
一
九
一
一
、
一
九
一
四
、
一

九
二
〇
年
の
各
版
は
、
一
九
〇
二
年
没
の
ア
ク
ト
ン
卿
に
献
辞
を
捧
げ
て
い
る
。

（
10
）　Pollock 1（90: 7（

─7（, （（

─92. 

ガ
ネ
ル199（

＝
二
〇
〇
一: （0

─（1; 

コ
リ
ー
ニ
、
ウ
ィ
ン
チ
、
バ
ロ
ウ19（（

＝
二
〇
〇
五: （09.

（
11
）　Pollock 1（90: v; 

ガ
ネ
ル199（

＝
二
〇
〇
一: （0.

（
12
）　
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
ガ
ネ
ル199（

＝
二
〇
〇
一.

（
1（
）　
ガ
ネ
ル199（

＝
二
〇
〇
一: （（.

（
1（
）　W

oolsey 1（7（: v. 1, vii, 1（2

─（（. 

ウ
ー
ル
ジ
ー
は
、『
省
察
』
の
国
家
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
定
を
引
用
し
て
、
ポ
ロ
ッ
ク
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
バ

ー
ク
に
よ
る
ウ
ィ
ッ
グ
的
社
会
契
約
説
の
継
承
と
解
し
て
い
る
（1（（

─（（

）。
な
お
、
世
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
さ
れ
た
Ｗ
・
グ
ラ
ハ
ム
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

政
治
哲
学 E

nglish Political Philosophy from
 H

obbes to M
aine

』（
一
八
九
九
）
で
も
、
バ
ー
ク
を
扱
う
節
の
目
次
で
は
「
保
守
主
義
」
と
い
う
用

語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（G

raham
 1（99: x

）。

（
1（
）　
金
子
堅
太
郎
は
、
自
由
民
権
運
動
に
対
抗
す
る
政
治
的
意
図
の
も
と
、
本
書
の
ル
ソ
ー
論
の
要
約
と
と
も
に
バ
ー
ク
の
『
省
察
』
と
『
新
ウ
ィ
ッ
グ
か
ら

旧
ウ
ィ
ッ
グ
へ
の
訴
え
』
を
抜
粋
・
翻
訳
し
て
、『
政
治
論
略
』（
一
八
八
一
）
を
出
版
し
た
。
こ
れ
を
批
判
す
る
植
木
枝
盛
「
勃
爾
咢
（
ボ
ル
ク
）
ヲ
殺
ス
」

（
一
八
八
二
）
が
、
そ
の
「
保
守
ノ
主
義
」
を
批
判
し
た
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
で
の
バ
ー
ク
受
容
は
当
初
か
ら
、
保
守
か
進
歩
か
と
い
う
対
抗
軸

の
な
か
で
な
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
け
る
金
子
と
植
木
の
対
抗
関
係
を
、「
自
然
」
と
「
作
為
」
の
対
立
と
論
じ
た
の
は
、
丸
山
眞
男
「
近
世
日
本
政
治
思
想
に

お
け
る
「
自
然
」
と
「
作
為
」」（
一
九
四
一
）
の
最
終
註
で
あ
る
。
金
子
堅
太
郎
に
よ
る
バ
ー
ク
受
容
に
つ
い
て
、
山
下
一
九
八
〇
、
高
瀬
二
〇
〇
〇
、
柳
二

〇
一
四
。

（
1（
）　
ガ
ネ
ル199（

＝
二
〇
〇
一; G

unnell 2011: （2. 

同
書
は
、
古
賀
鶴
松
に
よ
っ
て
日
本
語
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）　
ジ
ャ
ネ
の
通
史
で
は
、
Ｊ
・
ロ
ッ
ク
を
論
じ
る
章
の
最
後
で
、
ド
・
レ
ミ
ュ
ザ
の
英
国
論
に
全
面
的
に
依
拠
し
た
う
え
で
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ウ
ィ
ッ

グ
の
信
条
」
を
伝
え
る
バ
ー
ク
に
好
意
的
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
（Janet 1（（7: t. 2, 22（

）。

（
1（
）　D

unning 1902: vii-viii, xv-xxv.

こ
の
翌
年
に
は
、
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
大
学
教
授
Ｗ
・
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
が
『
古
代
世
界
の
政
治
理
論The Po-

litical Theories of the A
ncient W

orld

』
に
お
い
て
、
ダ
ニ
ン
グ
の
通
史
も
対
象
に
含
め
た
う
え
で
、
同
じ
よ
う
に
既
存
の
通
史
叙
述
を
レ
ビ
ュ
ー
し

て
い
る
（W

illoughby 190（: xi-xii

）。
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（
19
）　
ダ
ニ
ン
グ
は
、
ウ
ー
ル
ジ
ー
や
ポ
ロ
ッ
ク
と
同
じ
よ
う
に
、『
省
察
』
と
『
新
ウ
ィ
ッ
グ
か
ら
旧
ウ
ィ
ッ
グ
へ
の
訴
え
』
を
バ
ー
ク
の
中
心
テ
ク
ス
ト
と

し
て
位
置
づ
け
て
い
る
（W

oolsey 1（77: 1（（; Pollock 1（90: （（; D
unning 1920: 177

）。
そ
の
う
え
で
ダ
ニ
ン
グ
は
、『
新
ウ
ィ
ッ
グ
か
ら
旧
ウ
ィ
ッ

グ
へ
の
訴
え
』
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
叙
述
は
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
叙
述
と
非
常
に
似
て
い
る
（Pollock 1（90: （（

─（9; D
unning 1920: 1（0

─（1

）。

（
20
）　D

unning 1920: 17（

─（（; M
acCunn 191（: （（

─91

（cf. M
orley 1（79: 1（2

─（（

）.

（
21
）　
ガ
ネ
ル199（

＝
二
〇
〇
一: 1（（, 217

─1（

に
は
、
こ
の
時
期
に
公
刊
さ
れ
た
多
く
の
通
史
叙
述
の
書
誌
情
報
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）　D

oyle 19（（
＝19（9: 22（

─2（; Cook 19（（: （（0

─（1; Catlin 19（9: （27, （（1

─（2. 

バ
ー
ク
の
政
治
思
想
を
保
守
主
義
と
規
定
し
た
通
史
叙
述
と
し
て
、

そ
の
ほ
か
に
、
ラ
ス
キ1920

＝
一
九
五
八: 127; 

ク
ロ
ス
マ
ン19（0

＝
一
九
五
五: （（

が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ー
ン
シ
ョ
ウ
の
短
い
通
史
叙
述
は
、

バ
ー
ク
の
政
治
思
想
を
有
機
体
説
と
理
解
し
た
う
え
で
、
バ
ー
ク
を
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
や
ベ
ン
サ
ム
と
と
も
に
「
改
良
主
義
者
」
に
含
め
て
い
る
（
ハ
ー
ン
シ
ョ
ウ

1927

＝
一
九
五
三: 90
─92
）。

（
2（
）　
ガ
ネ
ル199（

＝
二
〇
〇
一: 19（

─9（. 

同
書
の
第
一
部
に
限
っ
て
は
、
丸
山
眞
男
に
よ
る
日
本
語
訳
が
あ
る
。

（
2（
）　Sabine 19（7: （19.

（
2（
）　Sabine 19（7: （0（

─20. 

現
代
で
は
、
バ
ー
ク
が
偶
然
的
・
恣
意
的
な
慣
習
や
伝
統
に
立
脚
す
る
政
治
を
論
じ
た
こ
と
を
も
っ
て
「
反
基
礎
付
け
主
義
」

と
み
な
し
て
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
関
連
づ
け
る
議
論
が
あ
る
（M

osher 1991: （9（

─9（

）。

（
2（
）　K

irk 19（（; Stanlis 19（（. 

こ
れ
ら
の
バ
ー
ク
解
釈
の
詳
細
に
つ
い
て
は
犬
塚
二
〇
一
七
に
譲
る
。
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